週休２日促進工事に関するＱ＆Ａ
(用語の考え方)

[bookmark: _Hlk206755088][bookmark: _Hlk206753045]Ｑ１　週休２日促進工事を希望する場合は、「受注者が現場着手日前に発注者に対して週休２日に取り組む旨を協議したうえで取り組む」となっているが、現場着手日とはいつのことですか？

[bookmark: _Hlk206754083]Ａ１　現場着手日とは、本要領の（用語の定義）４（２）に記載している「工事施工範囲内で何らかの作業に着手した日をいう。準備期間内における調査、測量、現場事務所等の設置等の準備作業を含む。」となっています。
なお、受注者及び発注者ともに、書類等の整理（提出書類の指示や提出等）が必要になるため、週休２日促進工事を希望することがわかり次第、発注者に申し出てください。

Ｑ２　週休２日促進工事を希望する場合は、協議したうえで取り組むとなっているが、協議の際に提出する書類はありますか？
　　　
Ａ２　週休２日促進工事を希望した場合は、週休２日の達成状況に合わせ、変更時に補正を行いますので、申し出の際は打合せ簿を受注者の発議で、発注者に提出してください。

Ｑ３　週休２日促進工事の対象とならない、「社会通念上の理由による作業時間の制約の厳しい工事」とはどういったものですか？

[bookmark: _Hlk206753134]Ａ３　本要領における社会通念上の理由とは、受発注者に関わらない第三者・社会情勢等が要因となるものをいいます。例としては以下のとおりです。

例）　生徒の出入りの関係により土日のみ作業可能な中学校の教室改修工事

Ｑ４　「年末年始」及び「夏季休暇」は、対象期間から除外することになっていますが、土日は含まれるのですか？

Ａ４　年末年始は、１２月２９日～１月３日までの６日間で土日があれば含みます。
また、夏季休暇は、８月１４日～８月１６日までの３日間で土日があれば含みます。



[bookmark: _Hlk205368694]Ｑ５　「年末年始」及び「夏季休暇」の前後に、集中して現場閉所を実施した場合は、現場
閉所日として扱われますか？仮に年末年始８日間とお盆休暇５日間とした場合、どちらも２日分は現場閉所日として扱われますか？

Ａ５　「年末年始」及び「夏季休暇」の期間以外の現場閉所は、現場閉所日として扱います。
　　  なお、連休とした場合でも、「年末年始」及び「夏季休暇」の期間は現場閉所日の対象外となります。

Ｑ６　受注者の責によらず現場作業を余儀なくされる期間とは、具体的にどのような期間
ですか？

Ａ６　現場内で災害の発生が予想される場合の予防作業（立入禁止柵の設置、飛散防止対策）
等の第三者被害の防止作業など）
他の行政機関（学校等）、他の事業者（下水・電気・ガス・ＮＴＴ等）の突発的な発注工事との調整に伴う土日に行う作業
第三者による事故等で土日に行う作業

Ｑ７　週休２日の対象期間はいつからいつまでの期間か？

Ａ７　対象期間については、現場着手日（工事施工範囲内で何らかの作業に着手した日（準備期間内における調査、測量、現場事務所等の設置等の準備作業を含む。））から現場終了日（工事施工範囲内で全ての作業が終了した日をいい、後片付け期間は含まない。）となっています。

(現場閉所の考え方)

Ｑ８　午後のみ現場閉所、又は午前のみ現場閉所とした場合、0.5 日現場閉所として扱われますか？また、月曜日午後及び火曜日午前等、連続した半日単位で現場閉所を計画した場合、合わせて１日現場閉所として認められますか？

Ａ８　現場閉所とは１日単位で実施の可否を確認するものであり、0.5日現場閉所は認められません。月曜日午後から火曜日午前の連続した現場閉所については、両日とも出勤日として扱うため１日現場閉所として認められません。



Ｑ９　　夜間作業における現場閉所の取り扱いはどのようになりますか？仮に、月曜日22:00から火曜日06:00まで施工し、次に水曜日22:00から木曜日06:00まで施工した場合、１日現場閉所として扱われますか？

Ａ９　　月曜日22:00から火曜日6:00の施工は、一般的に月曜日（夜間）出勤であり、火曜日出勤とは考えません。水曜日22:00から木曜日6:00についても同様に水曜日（夜間）出勤となります。その間に挟まれた火曜日については24時間以上休工を確保しており、１日現場閉所として認められます。

Ｑ１０　雨天等で前日、当日に現場閉所としたい場合は、事前計画を変更し現場閉所としてよいですか？

Ａ１０　降雨等の予定外の現場閉所についても、現場閉所の取得日数に含めるものとしています。ただし、変更するとなった際には、必ず発注者に報告を行ってください。
　　　　なお、少しでも当該工事の進捗に伴う作業等の業務が生じた場合は、現場閉所になりません。

Ｑ１１　雨天時の作業がどの程度まで現場閉所として取り扱えるのですか？

Ａ１１　雨天に伴う安全パトロール実施や養生作業、建設機械のメンテナンス等、現場管理上必要な作業で本体工事の進捗ＵＰに資するものでない作業です。
　　　　前述の作業に伴う振り替え等は必要ありません。

Ｑ１２　現場閉所日が４週間のうち１週目は０日、２週目は３日、３週目は２日、４週目は３日現場閉所とした場合、月単位の４週８休が達成できたと考えてよいのですか？ 

Ａ１２　週休２日を原則としますが、やむを得ない理由により週によって休日数が変動してもかまいません。この月の場合は月単位の４週８休達成となります。

Ｑ１３　現場閉所日には、会社（本社や営業所等）や他の現場も全て休む必要がありますか？

Ａ１３　週休２日における「現場閉所」については契約単位で判断するため、会社や他の現場が稼働していても、当該現場について作業が休止されていれば現場閉所とします。

Ｑ１４　当該現場の現場閉所日に、作業員や下請け企業が他の工事現場で働くことは可能ですか？

Ａ１４　作業員や下請け企業が、現場閉所日に他の現場に従事することは制限しません。
　
Ｑ１５　現場代理人や主任技術者等が会社等で内業をすることは可能ですか？

Ａ１５　現場閉所日に当該現場以外（会社等）で書類作成等の内業を行うことや、兼務が認
められている他の現場に従事することについては制限しません。

Ｑ１６　通期単位での週休２日が達成されていないため、工期延伸をすることは可能ですか？

Ａ１６　発注時の工期算定については、週休２日で算出しているため、工期延伸は認められません。達成が難しい場合は別途監督員と協議を行ってください。

Ｑ１７　週休２日に取り組む対象は、全ての下請業者も含みますか？

Ａ１７　元請である受注者を対象としています。なお、現場代理人は、例外的に常駐を要
しないことができるとされている場合を除いて工事現場への常駐が義務付けられています。そのため、受注者（現場代理人）が当該工事において現場閉所により休日を確保する場合は、必然的に現場施工を行うことが出来ないことから、下請け業者は対象に含みません。

Ｑ１８　現場閉所はしているが、会社事務所等で書類作成等をしている場合は、現場閉所日として報告してよいのか？

Ａ１８　当該工事の施工ヤード内で施工もしくは書類作成等（当該工事以外のものであっても含む）の作業がされていないことを現場閉所としています。
　　　　以上の内容を満たしていれば、現場閉所日として、報告できます。

Ｑ１９　月単位で週休２日を実施している中で、月初めや中旬は土曜日に突発で作業が発生した場合は平日に振り替え等の対応が可能であるが、月末の場合は前述の対応できない場合があり、そのような場合は月単位としては未達成となるのか？

Ａ１９　月末であっても通常作業（当該工事の進捗に伴う作業）であれば、事前に工程調整を行うため、振り替え等の調整も可能と考えますので、週休２日の割合が月単位もしくは通期で達成していない場合は未達成となります。
なお、突発で発生した作業が雨天時等に備えるための作業（当該工事の進捗に伴わない作業）の場合は、現場閉所となります。
また、受注者の責によらず現場作業を余儀なくされた場合は、対象期間から除外さ
れます。

（書類等の提出）

Ｑ２０　週休２日促進工事を希望する場合に提出する書類はありますか？また、現場閉所の確認はどのようにするのですか？

Ａ２０　受注者は週休２日の週休２日計画工程表（参考様式１）及び週休２日実施工程表（参考様式２）を工事打合せ簿にて提出してください、また月間の週休２日達成状況の報告については、工事報告書（営繕工事様式22-1・22-2）にて行ってください。
現場閉所日は、工事報告書にて確認を行い、監督員が現場閉所日に現場確認する必要はありません。

Ｑ２１　週休２日に伴う提出書類について、虚偽申告が発覚した場合は、どのように対応
すればよいですか？

Ａ２１　週休２日の補正後、受注者の虚偽申告が発覚した場合は、契約書に記載のある損害賠償請求等の対象となる可能性がありますので、弁護士相談等により、適切に対応してください。

(その他)

Ｑ２２　令和８年２月１日以降に契約する工事は週休２日促進工事の対象になりますか？

Ａ２２　対象にならない工事があります。「長岡京市営繕工事における週休２日促進工事試行要領」の適用日が令和８年２月１日以降に入札の公告又は入札通知等を行う工事から適用するとしており、令和８年２月１日以降の契約であっても前述の適用前の工事については、対象外となります。

Ｑ２３　契約履行中に、要領の改定により補正係数の変更があった場合、どの時点の補正
係数が適用されるのですか？

Ａ２３　契約履行中に要領の改定があった場合でも、補正係数等の変更は行いません。入札公告時点の補正係数を適用します。
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